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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
毎
年
8
月

に
決
定
し
ま
す
。
保
険
料
は
、
医
療
費
や
現

役
世
代
と
の
人
数
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
考
慮

し
、
2
年
に
1
度
改
定
さ
れ
ま
す
。

平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
は
左
記
の
と

お
り
で
す
。

○
新
し
い
保
険
証
は
ご
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す

8
月
1
日
以
降
に
お
使
い
い
た
だ
く
保
険

証
は
「
黄
色
の
封
筒
」
で
7
月
中
旬
以
降
に

郵
送
し
ま
す
。

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
を
お
持
ち
の
人
へ

認
定
証
も
8
月
1
日
か
ら
新
し
く
な
り
ま

す
。
交
付
対
象
者
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を

7
月
中
旬
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

※
更
新
の
た
め
の
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
保
険
証
と
認
定
証
は
別
々
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が

　
　
新
し
く
な
り
ま
す

平成28・29年度
後期高齢者医療
 保険料について 

1
年
間
の
保
険
料
の
計
算
方
法

　
問
い
合
わ
せ

　
国
保
年
金
課
　
高
齢
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医
療
担
当
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前
年
の
総
所
得
金
額
等

−

33
万
円

　
　
　
　

  （
旧
た
だ
し
書
き
所
得
）

平
成
28
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

8
月
中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

75歳以上
の人へ

「緑色」から「オレンジ色」
に変わります

7月31日まで

↑保険証が封入される封筒

「
緑
色
」の
古
い
保
険
証
は
・
・
・

 8月1日から

旧
新

見本

　

現
在
使
用
し
て
い
る
「
緑
色
」
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
7
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

8
月
１
日
か
ら
は
、
ご
自
宅
に
郵
送
さ
れ
る
「
オ
レ
ン
ジ
色
」
の
保
険
証
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限（ 

7 

月
31
日
）を
過
ぎ
た
保
険
証
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。

細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
に
注
意
し
、
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

×
7
・
85
%

8月1日
から


